
国道３２９号名護市辺野古における
交通規制についてご協⼒のお願い

送電線地中化工事に伴い、一部区間において幅員減少及びカーブがきつくなっております。車

幅が3.25ｍ以上の車両や、車長が長くカーブ区間走行の際に対向車線へはみ出す恐れのある車

両は、県道71号線などを利用して迂回等のご協力をお願いいたします。
皆様には大変ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、工事へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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規制区間：交差点番号3928600099 から3928600025の一部区間（名護市辺野古 第二ゲイト バス停付近、約100ｍ）

迂 回 路：県道71号 交差点番号3927670006～3927670027～3927670098の区間

工事期間：令和8年度末まで(予定)

国土地理院(電子国土Web)より

規制区間

(国道329号線)

第二ゲイト

バス停

◆お問い合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点や

お問い合わせなどがございましたら、ご連絡を

お願いいたします。

施行者：株式会社沖電工

電話番号 0980-43-7292

幅員減少します。

3,250mm

規制区間北向写真


